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1.「マルチ商法はなぜ悪いのか」に決定打はあるのか 

2008 年秋，国会議員へのマルチ商法業者からの献金問題等がマスコミを賑わせた．この際の重要な論点の一つに，

「マルチ商法はすべて悪なのか」がある．この議論は今に始まったことではない．「良いマルチ・悪いマルチ論」な

どと呼ばれ，1970 年代からマルチ商法の肯定派と否定派の間で延々と議論が繰り返されている． 

マルチ商法は法律によって厳格に規制されているものの，現在の日本においては少なくとも違法ではない．報酬

プランの多様性，商品・サービスおよび消費型会員の存在，フランチャイズや愛用者活用方式との境界線の問題な

ど，連鎖販売取引全面禁止を阻む要因が存在するためとされるが，この違法ではないことがマルチ商法対策を困難

にしている． 

「法律を遵守し，公正で健全なビジネス活動をしている企業や販売員も存在する．マルチ商法全否定はおかしい」

というのがマルチ商法肯定派の主な主張である1．対して否定派は，マルチ商法のシステムそのものに本質的な欠点

があると主張する．昭和 51 年(1976 年)，国会に招致された竹内昭夫元東大教授が述べた「(公正なマルチとは)安

全なペスト，無害なコレラと言うに等しい2」は特に有名な言葉であり，現在もなおマルチ商法否定派に用いられて

いる3．                            
表 1  MLM をめぐる議論の推移 

 
 
 
                           

(木島, 2002) 

 

表 1に示す学問分野による見解の相違も存在する4．もちろん同じ学問分野であっても是非の程度は研究者によっ

てかなりの差異が認められるが，一般社会におけるマルチ商法否定派・肯定派はそれぞれ自説に有利な研究成果を

その根拠とすることがあり，その際に研究成果の拡大解釈が行われることもある． 
また，必ずしも研究論文ではなく中には雑談の中で語られた直感的見解も含まれるが，民俗学および文化人類学

分野の研究者からは，頼母子講とネズミ講・マルチ商法の比較論がしばしば聞かれる．民俗学者の大月(1995)が別

冊宝島に発表した次の文章もその一例である． 

 
「頼母子講にしても，あるいは信仰を軸にした伊勢講や富士講にしても，講を組み，ある約束事のもとに広がりを確保 

するメンバーは必ずお互いよく知っている，見通しのきく範囲に限られていた．暮らしの共同性に規定された，その意 

味では逃げようにも逃げられない窮屈な関係があってはじめて講を組むことができたのだ．だが，そんな暮らしの共同 

性がほぼ腰砕けになり，何らお互いの生を確認し合う機会も場もないまま，電話一本．パソコン通信一発でそんな見通 

しのきく範囲，自ら責任を負える範囲を超えてだらしなく連なっていくネズミ講の，まさに無限連鎖の無責任［……］ 

彼らは歴史と経済をなめている．」(大月，266-267 頁) 

 

頼母子講とは，何人かが集まり一定の口数と給付金額を決め，一定期日に抽選もしくは入札で受取人を決める形

式の庶民金融である．ネズミ講の元祖的存在「天下一家の会」もまた組織破綻の必然性を指摘する声に対して頼母

子講との類似点を強調して反論を行っていた5． 

                                                           
1 2008.10.13 より始まった一連のマスコミ報道,および「民主党 前田雄吉衆院議員の離党・次回選挙不出馬について思うこと」『月刊

ネットワークビジネス』2008 年 12 月号，99 頁.  参考 

2 昭和 51 年 5月 18 日 77 回衆議院商工委員会 12 号 

3 たとえば平成 20 年 10 月 16 日参議院予算委員会において、森まさこ議員は竹内教授のこの発言を引用して、マルチ商法業者と関わっ

た民主党議員を糾弾している 

4 木島 

5 鶴巻,1971,1974,1977 および 『生活と思想 天下一家の会 研究号』1977 

   評価 
年代 

 
否定派 

 
肯定派 

1970 年代～ 法学 経営学 

1990 年代～ 社会心理学 宗教社会学 
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頼母子講とネズミ講・マルチ商法の比較は，「マルチ商法はなぜ悪いのか」を探る上で重要な視角であるにもかか

わらず，残念ながら発表者の見る限り研究論文として発表されたものは見当たらなかった．そこで，まず頼母子講

の歴史と変遷を改めて検証した． 

 

2．頼母子講とネズミ講・マルチ商法の比較 ［第 81 回日本社会学会一般研究報告(2) 発表資料 小町 2008.11 より抜粋］ 

2.1 頼母子講の起源と歴史 

頼母子講という言葉の他に無尽という言葉もある．沖縄を中心に模合(モアイ)という言葉も使われている．頼母

子講と無尽は発生的差異があったとされるが，少なくとも明治以前においてほぼ同一のものを指すようになってい

た6． 

頼母子講は日本固有のものではない．「世界各地から講集団の存在が報告されている7」．また，近年注目されてい

るマイクロファイナンス，マイクロクレジットにも頼母子講との類似点が見られる．たとえばグラミン銀行の高い

返済率は，担保をとらない代わりに借り手がグループを作り互いに連帯保証する仕組みにより支えられている8．そ

の効果の度合いについては諸説あるものの，グループレンディングによりメンバー間の相互監視と相互選抜が行わ

れるとの点でほぼ一致しており，他のマイクロファイナンスにおいてもこの方式は広く採用されている9． 

日本において，「頼母子」という言葉が歴史文献資料に最初に現れるのは 1275(建治 1)年 12 月の高野山文書であ

る10．相互救済思想の片鱗のあらわれとして推古天皇 14 年(606 年)の扶桑略記の「講」をあげる説もあるが，飢饉

に備える備蓄はそれ以前から存在したとされる11．頼母子講の歴史を辿るとその実態の多様性が見えてくる．災害

に備える保険的なものもあれば，寺社参詣の講や寺社の修繕費などの掛け金もある．特定の個人を救済するための

講もあり，相互扶助，庶民が利用できる金融機関として中世～近世を通して発展していった． 

明治時代になると，西欧の保険制度の導入により保険機能は次第に保険会社に移行し，金融機能は銀行・信託や

各種組合の設立によって一部移行した．一方で銀行に冷遇されがちな一般庶民や零細商工業者の間では，手軽に資

金を得られる方法として頼母子講は生き続けた12．しかし，明治末頃から不特定多数への呼びかけによって規模が

拡大し営業化したものも登場するようになった13．中には経営基盤が脆弱なものや詐欺的な組織も存在し，加えて

利用者の不正なども社会問題となり，ついに大正 6 年(1915 年)旧無尽法が制定された（さらに昭和 6 年に改正）．

敗戦直後の昭和 20 年代にも無尽会社は存在したが，1951 年の相互銀行法により一社を除き全て無尽会社は相互銀

行になり，1981 年の銀行法改正によって普通銀行になっている． 

現在も頼母子講は日本各地で見られる．地域や仲間内の親睦を兼ねたもの，商店会や職場等での積立等である． 
 
2.2 辻本昌弘の研究成果より 

辻本昌弘によるアルゼンチンの日系移民の講集団に関する一連の研究成果14から多くの示唆を得た．日本におけ

る頼母子講の歴史的変遷と重なる面も多く，さらには社会心理学等の観点からの検討も加えられている．今回のテ

ーマと関連性が高いと考えられるものを次にまとめる．特に②の集団サイズについてはマルチ商法の「100 人リス

ト」に通じるものがあり，はたと膝打つ思いであった． 
① 脆弱性の克服について15 

  講集団においては，ファンドを受領した者が，その後の掛け金を払わなくなったり，ファンドを持ち逃げすることがある．こ

の問題を克服するために，サンクションとメンバー選抜がある． 

a)デフォルト(債務不履行や持ち逃げ)を起こした者は二度と講集団に参加できない． 

                                                           
6 津田,13 頁 

7 辻本,2005 76 頁 

8 上西 

9 飯塚および上西 

10 小林,44 頁および由井,1-7 頁 

11 小林,44 頁 

12 守屋,45 頁 

13 荒井,1 頁 

14 1960 年代から 70 年代にかけてボリビアから再移住した日系人を対象にした調査(2000)．20 世紀初頭の初期日系移民から近年までの

アルゼンチン日系移民における頼母子講研究(2004,2005) 

15 辻本，2004,2005 
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b)新規参加希望者の資産調査，紹介者が連帯保証人になる． 

② 適正な集団サイズについて16(先行研究より)： 

「頼母子講が許容できる参加人数の上限を確定することは困難だが，比較研究(Ardener,1964;Greetz,1962)では 300人から 400

人が上限である．しかも 100 人を超える頼母子講では，下位グループに分割されたり，階層管理が行なわれたりする傾向があ

る．」 

「Dunbar(1997)は，社会脳仮説の立場から，直接的で個人的な繋がりによりまとまるヒトの集団サイズには認知的な限界があ

るとし，その上限は 150 人前後と推定している．」（辻本の面識関係と対応） 

③ 自営業が個人経営から企業経営へと規模を拡大するにつれ，金融機関設立の必要性が高まる17． 

④ ビジネスが拡大し，講集団からの資金に頼らず資本を得ることができるようになっても，親睦を目的として講に続けて参加

する者が多い18． 

 
2.3. ネズミ講とマルチ商法は頼母子講の何を受け継ぎ，何を捨て，何を加えたのか 

頼母子講についての先行研究調査をもとに，「ネズミ講とマルチ商法は頼母子講の何を受け継ぎ，何を捨て，何を

加えたのか」を改めて考察した結果，次のような結論を得た． 

① 頼母子講の持つ親睦機能はある程度受け継いだ． 

② 顔見知り集団という参加者の制限を捨てた． 

③ 不特定多数の集団という無限性を加えた． 

頼母子講との比較により，ネズミ講とマルチ商法はシステムそのものに本質的欠陥があるがゆえにトラブル不可

避な組織であることが示された．この点，1ページで引用した大月の見解は的を射ていると考える． 

さらに強調すべきことは，組織全体としては「無限連鎖の無責任」であるものの，個人的には誘った相手に対し

て「無限責任が連鎖」していくことである．ネズミ講やマルチ商法は全体として見た場合，無限に広がる不特定多

数の集団である．しかし，一つ一つの連鎖の直近の関係は，販売員がそれまでの人生で築き上げた人間関係により

成り立っている．その結果，活動中のみならず，やめたあとも周囲との軋轢や人間関係の破綻に悩むケースが多々

みられるのである． 

この調査では共同体，コミュニティ，集団，人と人のつながりといった概念が極めて重要な意味を持つことを再

確認させられた． 
 
3．勧誘限界説の提案 

3.1 現在までの説明 

図 1 はネズミ講の飽和・破綻の必然性についてこれまでよく使われた説明であるが，連鎖販売取引(マルチ商法)

の否定論者もしばしばこの説明を用いる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 ねずみ講の仕組み  (注)悪質商法にご用心 警察庁 HP より転載 
 

一日に 1 人が 2 人ずつ勧誘した場合，ｎ代目の参加人数は２n－１人 (28 日目に日本の全人口を上回る)  

3 人ずつなら３n－１人  4 人ずつなら４n－１人 

 
しかしながら，この説明だけではマルチ商法販売員をはじめとする肯定派を納得させることは難しい．ネズミ講

と違いマルチ商法には商品やサービスが存在するため消費型会員も存在する．図 1 を単純に当てはめることはでき

ない．また，最近のマルチ商法の報酬プランは高度に複雑化しており，破綻・飽和時期を理論上大幅に遅延させて

                                                           
16 辻本,2004 

17 辻本,2000,2004,2005 

18     同上 
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いる．図 1 を用いてマルチ商法を否定しようとしても，肯定派からは「否定する人がよく持ち出す理屈19」などと

反論され，実際に日本人全員が入会することはないので，この計算式は非現実的と一蹴される． 

たしかにこの点については肯定派に分がある．勧誘された人が全員入会するとは考えにくい．むしろ断る人のほ

うが多いだろう．言い換えれば図 1 の説明は勧誘成功率 100%の場合であって，販売員の勧誘活動の実態からかけ離

れている．マルチ商法の勧誘成功率については確実な数値はないものの，マルチ商法の販売員向けの書籍や雑誌に

は次に示すような「断られてもメゲないメンタルの鍛え方」等のアドバイスがあふれている．このことからも勧誘

成功率の低さや勧誘現場の厳しい状況が窺える． 
 「最初は断られます」これを当たり前だと思ってください．親しい人であればあるほど断られます．極端な話，「友達が

やったらラッキー！友達全員に断られてそれからが本当のスタートだ」ぐらいに思っていたほうがいいかもしれません．

（桜庭，58 頁）※業界誌の特集記事 

 私ぐらい，人に「断られた」経験のある人間もいないでしょう．人と人とのコミュニケーションで成り立つビジネスで

すから，断る人がいるのも当たり前．だから本当はめげる必要なんかないのに［……］（中島，52 頁）※トップ販売員の

著書 

 ネットワーク・ビジネスに誘ったときに，たいていの人が断るものだ，ということはくれぐれも理解しておかなければ

ならない．［……］そして，ビジネス・パートナーになってくれる人は，100 人にひとりいるか否かだということは覚悟

しておくことだ．おそらくひどく失望することになるだろうが，それが，ネットワーク・ビジネスの現状である．（松本，

108-109 頁）※肯定派ジャーナリストの著書 
 
3.2「勧誘限界説」の提案 

 マルチ商法組織では新しく入った会員(販売員)に対して，「100 人の

ネームリストを作ろう20」などと指導する．中には 200 人リストを勧

める指導者もいる．表 2 は勧誘対象リストの一例である．販売員はこ

うした指導に基づき，具体的な名前や連絡先を記したネームリストを

作成する．販売員向けの雑誌や書籍においては次のような言葉が並ぶ． 
 「ネットワークビジネスは 1割バッターで成功できる」(山本，92 頁) 

 「首位打者よりホームラン王を狙え」(小澤，97 頁) 

 「ネットワークビジネスは縦に掘る！」(瀬木谷 2006，73 頁) 

 「たとえは悪いけど，数を打てば当たるんです」［……］だから，めげ

ずに根気強く電話をかけ続けることだ，と経験者は言う．（松本，109 頁） 

 
「ネットワークビジネスに参加する人の平均リクルート数は 2.6 人

であることは確かです」（ゆうじん，107 頁）との証言もある．勧誘現

場の実態は図 2 であると推測される． 

マルチ商法は人と人のつながりによって拡散していく．それゆえ友

人知人への勧誘はマルチ商法の宿命ともいえる．人間関係が連なって

いる共同体，コミュニティ，集団の存在も重要である．ところが，こ

れまでの破綻理論では勧誘者と被勧誘者の人間関係や所属集団が考

慮されていなかった． 

この点に着目し勧誘対象の制限からマルチ商法の行き詰まりを説

明したのが「勧誘限界説」である21． 

一人の人間が持つ友人知人の数と所属集団，ならびに一定範囲内で

の集団の数に着目すれば，勧誘の限界が来ることは必然である(図 3

参照)．地球全体で見た場合も同じである． 

表 2からも自分の友人知人，親戚，家族などを勧誘した後，最終的

に不特定多数を勧誘対象にせざるを得ないことがわかる．発表者が過

去に実施した元販売員の聞取り調査22等においても，「もう誰も勧誘で

きない時が来る」との経験談が多く聞かれた．勧誘限界説はマルチ商

法販売員や元販売員の実感に即したものであると考える． 

                                                           
19 ゆうじん，106 頁 

20 桜庭,55 頁 

21 小町,2008.1 ,2009 

22 小町,2005 

表 2  勧誘対象リスト 

(注)桜庭,58 頁より転載 
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P1

P21

ここで何が起きるか

大学内の知人
50名

鈴木君

サークル

15名

ゼミ 10名

語学クラス

10名

大学祭委員

20名

出身高校

10名

Ｂ君

20名

Ａさん

50名

サ
ー
ク
ル
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間
を
誘
っ

た
ら
、
も
う
鈴
木
君
か

ら
話
聞
い
た
っ
て
言
わ

れ
た
・
・
・

サークル仲間のＡさん

出身高校もアパートも同じＢ君

○
高
校
出
身
者
と
ア

パ
ー
ト
の
連
中
に
は

鈴
木
が
声
か
け
ま

く
っ
て
た
よ
な
～

Ｃさん

60名

Ｄ君

120名

アパート
4名

ゼミ仲間のCさん 語学クラスが一緒のＤ君

学
祭
委
員
仲
間
で
す

1名

       

最初の入会者

Ａ Ｂ

Ｅ ＦＣ Ｄ
３日目

４名

４日目

８名

５日目

１６名

非入会者

 非入会者

大
反
対
！

マ
ル
チ
に

ご
用
心

マ
ル
チ
撲
滅
！

入会者          
              図 2 勧誘の現実 

 
 

最初勧誘者 P1 の知人集合： P1 

次の（２番目の）勧誘者 P2n の知人集合： P2n (n＝1,2…) 

とすると図 3 になる． 

例えば P21 が３番目の段階で勧誘する知人集合は 

P21－P21∩P1(∩は共通部分，積集合) 

 

但しこれは P21 と P2n(n＝2,3…)との重なりがない場合． 

通常のコミュニティではＰ2j のように重なりがあり， 

その場合 P21 が３番目の段階で勧誘する知人集合は  

 

P21－P21∩P1－∑P21∩P2j  に限定される． 
                   j 

 

図 3 勧誘対象の制限 

3.3 「勧誘限界説」による集団内マルチ拡

散のシミュレーション 

それでは，勧誘限界説の考え方を用いて，

総学生数 15,000 名の大学内でのマルチ商

法参加者の拡散のシミュレーションをして

みよう（図 4参照）． 

 
① 鈴木君はこの大学における最初の入会者

である．鈴木君には大学内に知人が 50 名

おり，全員に声をかけて勧誘した． 

② 勧誘が成功して入会したのはＡ～Ｄの 4

名である．この時点つまり２段目におい

て大学内の入会者は計 5 名になる．入会

したか否かはともかく「話を持ちかけら

れた経験者（被勧誘経験者）」は 51 名． 

③ Ａには 50名，Ｂには 20名，Ｃには 60名，

Ｄには 120 名の知人がおり，鈴木君およ

びＡ～Ｄの人間関係の重なりは図 4 のと

おり． 

④ Ａ～Ｄは鈴木君がすでに声をかけた人は

勧誘できない． 

⑤ Ａ～Ｄの勧誘活動が終わった時点つまり

３段目において被勧誘経験者は 231 名になる． 

 図 4  最初の入会者とその周囲 
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Ａさん Ｂ君 Ｃさん Ｄ君
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Ｌさんの勧誘対象者は・・・？

鈴木君以降、これまで話を聞いて
いる人はダメ。それ以外の人

図 4のその後を示したものが図 5である．先に書いた「平均リクルート数は 2.6 人23」という数字がどこまで正

確なのかは不明である．しかし，1 人が 2 人ずつ勧誘していく，いわゆるバイナリープランはマルチ業界において

「報酬プランの大御所24」と呼ばれるほど一般的なものである．また，各マルチ企業の会員数の伸びから推測して

も，大体において妥当な数字と考えられる．そこで，まずはＥさん以降の平均リクルート数を 1 人につき平均 2

人として話を続ける． 
⑥ A～Ｄが勧誘して入会させた者

をＥ～Ｊとする．（必ずしも全員

が誰かを勧誘できるわけではな

い．Ｂのように 1 人も間勧誘で

きない人もいれば，Ｄのように

３人勧誘できる人もいる） 

⑦ Ｅ以降の平均リクルート数を２

人と考える． 

 
Ｋ君の勧誘対象者は？ 
Ｋ君はＪまでが声をかけた人を勧誘

対象からはずさなければならない． 

 

Ｌさんの勧誘対象者は？ 

Ｌさんは5段目までの被勧誘者に加え

てＫ君の孫会員を勧誘対象からはず

さなければならない． 

 
 

図 5 Ｋ君およびＬさんの勧誘対象者 

 

図 6，図 7は鈴木君を起点とするマルチ商法が学生数 15,000 名の大学で拡散していく様子をグラフで示したもの

である．図 6 はＥ以降の平均リクルート数を 2 名とし，声をかける人数(被勧誘者数)を一律 50 名，30 名，10 名と

した場合の結果である．しかし，勧誘限界説で示したとおり後になればなるほど勧誘対象者は減少すると考えられ

る．図 7 はその点を考慮し，8 段目までは被勧誘者数を 30 名で平均リクルート数 2 名，それ以降は被勧誘者数 15

名で平均リクルート数を 1名とした場合である． 

図 6，図 7 から明らかなように，入会者の増加より被勧誘経験者の増加のほうが圧倒的に早い．被勧誘経験者の

大多数は「断った人」である．学生数 15,000 名の大学において先に飽和状態になるのは「断った人」のほうである． 
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            図 6  学生数１万五千名の大学におけるマルチ商法の拡散 
(注) Ｅ以降の平均リクルート数を 2名とし，声をかける人数(被勧誘者数)を一律 50 名，30 名，10 名とした場合 

                                                           
23 ゆうじん、109 頁 

24 瀬木谷，2007,89 頁 
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            図 7 学生数１万五千名の大学におけるマルチ商法の拡散 

(注) Ｅ以降 8段目までは被勧誘者数を 30 名で平均リクルート数 2名， 

それ以降は被勧誘者数 15 名で平均リクルート数を 1名とした場合 

 

 麦島文夫は，既存の価値規範とぶつかる問題において，人々の受け止め方にはパーセントの壁があるとし，特に

８%が市民権を獲得する価だと指摘している（図 8 参照）． 

パーセントの市民権(麦島,1979) 
 １％まで…同世代・同性で，既存の価値観とぶつかる行為や 

行動を示すものが 1%未満の時，一般の人々の態度は全く理

解不能なものとして気味悪く思い，仲間と認めない． 

 ３％まで…こうした行為や行動を価値ありと考える人が出

てくると，同調者は多少増えてくる．しかし，たいていの人

からは変わり者の扱いを受ける． 

 ８％まで…こうした行為や行動が身近な問題となり，逸脱行

為との認識はあるものの，関心を持たざるを得ない対象にな

ってくる． 

 15～20％まで…仲間内では「皆当たり前」という意識が生じ

ても，外部からは反発があり，完全に一般化されているわけ

ではない．しかし，すでに 8%を超えており，急激に一般化，

大衆化しがちである． 

  

麦島の説に従えば，マルチ商法が市民権を獲得すること

は非常に難しいといえる．図 6～7が示すように入会者が

15,000 名の 8%（1,200 名）に達する前に被勧誘者のほう

が 100%に達するからである．1%(150 名)，3%(450 名)の段

階でも会員数より被勧誘者数のほうがはるかに多い． 

マルチ商法の入会者が増加した時，集団内で否定派や

反対者が著しく増加する可能性もある．実際マルチ商法

は共同体，コミュニティ，集団に様々な軋轢や緊張関係を

もたらす．発表者の見た例として次のようなものがある． 
① 恋愛関係の破綻 

② やめるよう説得を試みる者との軋轢 

③ 公的機関や大学などに相談する者や周囲に注意を呼びかける者との不和 

④ 義理買いを余儀なくされた者の不快感 

⑤ 勧誘者のオーバートークや虚偽説明によるトラブル．自己啓発の勧めなどへの反発． 

⑥ 勧誘者の嘘を原因とした集団内の緊張関係 

 

4. 今後の課題 
マルチ商法販売員は 100 人リスト(時には 200 人リスト)を作成して勧誘活動に邁進する．しかし皮肉なことに，

販売員が多数の友人知人に声をかければかけるほど被勧誘者数は激増の一途をたどり，やがて勧誘対象は尽きて行

き詰まるのである． 

図 8  パーセントの壁（麦島、1979） 
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今回のシミュレーションは単純な形の報酬プランを用いた．実際の報酬プランはもっと複雑である．また，マル

チ商法の勧誘成功率についても，かなり甘く設定した．「ビジネス・パートナーになってくれる人は，100 人にひと

りいるか否かだ25」という現実を考えれば，今回の勧誘成功率，たとえば「被勧誘者 10 名のうち入会者 2名（勧誘

成功率 20%）」はもちろんのこと，「50 名のうち 2名入会(同 4%)」ですら現実離れしている．勧誘成功率は取扱商品，

価格，地域，販売員グループ，販売員自身の資質，勧誘対象集団の特性など様々な要因に左右される．マルチ商法

の拡散とともに増加する反対者の存在にも注意が必要である． 

こうしことから，より現実に近いシミュレーションシステムを構築するためには，上記要因やパラメータを組み

込み，それらを正確に反映させることが必要になってくる．さらに欲を言うならば，将来的にはコンピュータグラ

フィックス等を利用することでマルチ商法拡散の予測をわかりやすく表示することが望まれる． 
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